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　平成２７年３月３１日現在「まちづ

くり基金」の状況は、次のとおり

となりました。

平成２６年度分

１,１８５件　１２,７２８,０００円　

〈内訳〉

・森林資源の維持・保全および整

備に関する事業

２,１６４,０００円

・環境の保全および景観の維持、

再生に関する事業　

１,５５９,０００円

・健康で長寿のまちづくりに関す

る事業

　１,０６５,０００円

・住民自治の醸成、コミュニティ

の推進に関する事業

　２４１,０００円

・地域教育力の向上、生涯学習の

振興に関する事業

１,４６６,０００円

・事業指定なし

　６,２３３,０００円

ありがとうございました。

※お詫びと訂正

　了承いただいた方のお名前を広

報誌に掲載する予定でしたが、人

数が大変多くなったため、町ホー

ムページでの公開に変更させてい

ただきます。ご了承ください。

※町ホームページ→ふるさと納税

にお進みください

【お問い合わせ先】

　まちづくり新幹線課企画係

　（☎２－２４５０　ＦＡＸ２－４８８４）

糸m.s-k@town.oshamambe.lg.jp

　あなたの目の前で大切な家族が、友人が、突然倒れたら、あなたはどうしますか？
　すぐに１１９番して救急車を要請しても、救急車が到着するまで約８分（全国平均）
かかります。
　その時、救急車が到着するまでのあなたの応急手当が尊い命の救命につながります。
　このため、より多くの方に応急手当を学んでいただけるよう、長万部町消防本部
では次のとおり応急手当の講習を開催します。

講習時間講　習　内　容講　習　名

３時間心肺蘇生法（おもに成人を対象）、自動体外式除細
動器（ＡＥＤ）、異物除去法及び大出血時の止血法普通救命講習Ⅰ

４時間 

心肺蘇生法（おもに成人を対象）、自動体外式除細
動器（ＡＥＤ）、異物除去法および大出血時の止血
法の他、心肺蘇生法に関する筆記試験および実技
試験（一定の頻度で心肺停止傷病者に対応する可能
性の高い方を受講対象）

普通救命講習Ⅱ

３時間 
心肺蘇生法（おもに小児・乳児・新生児を対象）、
自動体外式除細動器（ＡＥＤ）、異物除去法および
大出血時の止血法

普通救命講習Ⅲ

８時間 

心肺蘇生法（成人・小児・乳児を対象）、自動体外
式除細動器（ＡＥＤ）、異物除去法および大出血時
の止血法、傷病者管理法、搬送法等の他、心肺蘇生
法に関する筆記試験および実技試験

上 級 救 命 講 習

1時間30分 胸骨圧迫(心臓マッサージ)、自動体外式除細動器
（ＡＥＤ）救命入門コース 

★受 講 料　無料
★修 了 証　各講習とも技能優良者に修了証が交付されます。
　　　　　　※救命入門コースについては参加証の交付となります。
★受講対象　町内に居住または在勤・在学の方で中学生以上の方。
　　　　　　※救命入門コースについては小学校高学年の方（概ね10歳以上）から

受講できます。
★開催日等　普通救命講習Ⅰについては奇数月の第4土曜日（9：00～12：00）に、

上級救命講習については9月中旬（8：45～17：30）にそれぞれ消防
本部で開催します。その他の講習についてはお問い合わせください。

★募集定員　各講習とも概ね10名程度　
★申込方法　救命講習等申込書に必要事項を記載のうえ、各講習開催日の2週間前

までに消防本部へ提出してください。申込書については消防本部で
配付しているほか、長万部町ホームページ（消防本部）からもダウン
ロードができます。

★そ の 他　上記以外の講習も可能ですので、各種サークルや職場等のグループで
受講されたい場合は、事前にご相談ください。また、救命講習の内容
については長万部町ホームページ（消防本部）でもご案内しています。

★講習についてのご相談やご不明な点などは、消防本部救急担当（☎2－2049）ま
でお気軽にお問い合わせください。

◎講習の種類と内容等

～尊い命を救うために～救命講習のご案救命講習のご案内内救命講習のご案救命講習のご案内内ま づ り 金ち く 基


